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「サビ児管
基礎研修」
修了後の
研修受講
について

令和２年度 長野県 サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者 基礎研修
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本研修修了後の指針について

本研修修了後の指針について
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本研修修了後の指針について

本研修修了後の指針について

令和２年度にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修を修了した場合

サービス管理
責任者・児童
発達支援管
理責任者基

礎研修

【修了】

サービス管理
責任者・児童
発達支援管
理責任者
実践研修

【修了】

サービス管理
責任者・児童
発達支援管
理責任者
更新研修

【修了】

基礎研修終了後
３年間で２年以上の実務

※ 基礎研修終了後に、配置に関す
る実務要件を満たした場合を含む

実践研修修了年度の
翌年から５年間の間に
１度ごと修了が必要

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和５年度にサビ児管実践研修を修了した場合、１回目の更新研修
は令和10年度まで。２回目の更新研修は令和15年度まで。
（実践研修の受講年度を起算とする）
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サービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者の
研修見直しに伴う経過措置について

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の
研修見直しに伴う経過措置について



5

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の
研修見直しに伴う経過措置について

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の
研修見直しに伴う経過措置について

令和２年度にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修を修了した場合

サービス管理
責任者・児童
発達支援管
理責任者基

礎研修

【修了】

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

サービス管理
責任者・児童
発達支援管
理責任者
実践研修

【受講必須】

配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修終了日後３年
間は、実践研修を修了していなくても、サービス管理責任者・児童発達
支援管理責任者とみなす。
※ 令和６年３月１４日まで

しかし、引き続きサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として
配置する場合は、３年以内に実践研修を受講・修了しなければならない。
※ 実践研修は令和３年度より実施（毎秋頃）令和３年

３月１５日

令和６年
３月１４日

まで
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サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者の
実務要件について

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の
実務要件について
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の
実務要件について

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の
実務要件について
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研修についてご不明な点があった場合


